
工事成績通知要領 

（目的） 

第１条 この要領は、四日市市の発注する工事の成績評定結果を受注者に通知

する事項を定め、工事の品質の確保と、工事に関する技術水準の向上に資す

ること目的とする。 

 

（対象工事） 

第２条 評定点の通知を対象とする工事は、四日市市発注の契約金額５０万円 

 （営繕工事にあっては１００万円）以上の工事とする。 

 

（評定結果） 

第３条 工事担当課長は、当該工事の工事成績評定通知書（第８号様式）を工

事完成認定書の交付に併せて、速やかに受注者に交付しなければならない。 

 

（疑義） 

第４条  市長は、明らかな事由により評定結果を修正する必要があると判断し

た場合は、再度通知することができる。 

 

附則 

 この要領は、平成１２年７月１日から施行する。 

  附則（平成２３年４月１日一部改正） 

 この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

（施工期日） 

１ この要領は、平成１５年５月１３日から施行する（四日市市入札・契約等

に関する苦情処理事務取扱要領制定に伴う改正。第４条、第５条削除。第６条

は第４条に。第６条中、前条で回答するにあたりを削除） 


